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長井市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１.～６．略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向 

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

  

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するた

めの位置付け及び必要性 

措置の名称及

び実施時期 
その他の事項 

（２）②、（３）

へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[事業 24] 

市庁舎交流スペ

ース活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

[事業 25] 

公共複合施設活

用事業（子育て支

援分） 

 

[内容] 

図書館機能と子

育て支援機能を

併せ持つ複合施

設において、子育

て世代が安心し

て子育てができ

るための活用な

長井市 多機能型図書館機能と子育て支

援機能を併せ持つ施設で、西置賜地

域のシンボルとなる滞在型交流施

設として整備した施設で、子育て世

代が安心して子育てができ、居心地

の良い場所と感じるような場所と

なるための活用などを通して、まち

の活性化や賑わいの創出に寄与す

る事業である。 

[支援措置] 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

[実施時期] 

令和６年４月

～令和７年３

月 

区域内 

１.～６．略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向 

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するた

めの位置付け及び必要性 

措置の名称及

び実施時期 
その他の事項 

[事業 23] 

旧長井小学校第

一校舎活用事業 

 

[内容] 

国の登録有形文

化財となってい

る旧長井小学校

第一校舎を活用

したイベントや

講座、展示などの

取り組みを展開

する事業 

 

[実施時期] 

令和元年度～ 

 

 

長井市 「学び」と「交流」の拠点として

整備した旧長井小学校第一校舎（国

の登録有形文化財）を活用するも

の。 

 キャリア教育や歴史文化の紹介

のほか、飲食スペースや地域の人が

集まる交流の場として活用し、集客

アップや賑わいの創出など中心市

街地の活性化に寄与する事業であ

る。 

[支援措置] 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

[実施時期] 

令和３年４月

～令和８年３

月 

区域内 

[事業 24] 

市庁舎交流スペ

ース活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

[事業 25] 

公共複合施設活

用事業 

 

[内容] 

図書館機能と子

育て支援機能を

併せ持つ複合施

設において、イベ

ントの開催や展

示会、講座など集

客のための取り

組みを行うもの 

長井市 多機能型図書館機能と子育て支

援機能を併せ持つ施設で、西置賜地

域のシンボルとなる滞在型交流施

設として整備した施設で、幅広い世

代の市民が居心地の良い場所と感

じるようなにぎわいの交流拠点と

しての活用や、子育て世代が安心し

て子育てができるための活用など

を通して、まちの活性化や賑わいの

創出に寄与する事業である。 

[支援措置] 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

[実施時期] 

令和５年９月

～令和８年３

月 

区域内 
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どを通して、まち

の活性化や賑わ

いの創出に寄与

するもの 

 

[実施時期] 

令和６年度～ 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 28] 

公衆無線ＬＡＮ

活用事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 50] 

花観光推進事業 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

（３）へ移設 

 

 

    

 

 

 

 

 

[実施時期] 

令和５年度～ 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 28] 

公衆無線ＬＡＮ

活用事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

[事業 29] 

居場所づくり事

業 

 

[内容] 

空き家等を活用

し、子供から高齢

者までが利用で

きる空間形成を

行うもの。主にコ

ミュニティ空間

の形成に必要な

賃料、備品等の立

ち上げ費用、利用

促進のための広

報費などへの補

助や事業者への

助言を行うもの 

 

[実施時期] 

令和３年度～ 

 

長井市  空き家等を活用したコミュニテ

ィカフェなどを行う事業で、現在は

高齢者が集まってお茶のみや簡単

な体操などを行い、健康寿命の延伸

などを目指しているもの。将来的に

は、子供から高齢者までが利用でき

る空間の形成を行い、地域コミュニ

ティの場としての活用を目指すも

ので、中心市街地の活性化に寄与す

る事業である。 

 

[支援措置] 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

[実施時期] 

令和３年４月

～令和８年３月 

区域内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 50] 

花観光推進事業 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

[事業 51] 

重要文化的景観

事業 

長井市 

 

 

 長井市の町場景観は、市街地の町

並みをかたちづくる道や建物等の

人工的な要素と、最上川や小河川や

[支援措置] 

中心市街地活

性化ソフト事

区域内 
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[事業 52] 

市民文化会館活

用事業（略）  

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

[事業 23] 

旧長井小学校第一校舎活

用事業 

[内容] 

国の登録有形文化財とな

っている旧長井小学校第

一校舎を活用したイベン

トや講座、展示などの取り

組みを展開する事業 

 

[実施時期] 

令和元年度～ 

 

長井市 「学び」と「交流」の拠点と

して整備した旧長井小学校第一

校舎（国の登録有形文化財）を

活用するもの。 

 キャリア教育や歴史文化の紹

介のほか、飲食スペースや地域

の人が集まる交流の場として活

用し、集客アップや賑わいの創

出など中心市街地の活性化に寄

与する事業である。 

[支援措置] 

デジタル田園

都市国家構想

交付金（地方創

生推進タイプ） 

 

[実施時期] 

令和４年度～

令和６年度 

 

[支援措置] 

新しい地方経

済・生活環境創

生交付金（第 2

世代交付金） 

 

 

 

[内容] 

重要文化的景観

区域における町

並みや歴史的建

造物の保護、活用

を図る事業で、空

き家・空き店舗を

ガイダンス施設

や休憩施設とし

て利用すること

や、文化的景観を

活かしたツアー

の企画、ガイドの

養成、パンフレッ

トの作成などを

行うもの 

 

[実施時期] 

令和３年度～ 

 

水路などの自然的な要素、そしてそ

の場所で営まれる生活や生業、祭り

等の形のない無形の要素により形

成されており、ここでの暮らしを継

承することが町場景観の継承に繋

がり、その活用によって地域の活性

化に繋げることを目指している。 

取り組みとしては、河川や建造物

の修理・修景や歴史的建造物を活か

した観光振興など、まちの賑わいを

生むような取り組みであり、中心市

街地の活性化に寄与する事業であ

る。 

業 

 

[実施時期] 

令和３年４月

～令和８年３

月 

[事業 52] 

市民文化会館活

用事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①から移設 
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[実施時期] 

令和７年度 

 

[事業 63] 

ビジネスコンテスト開催

支援事業 

 

[内容] 

タスビル内においてビジ

ネスコンテストを開催す

るもの 

 

[実施時期] 

平成２９年度～ 

 

 

 

(一財)置賜

地域地場産

業振興セン

ター 

長井市では新産業創出による

地域経済の活性化や地域の創業

機運醸成を目的として、ビジネ

スチャレンジコンテストを開催

している。 

本事業は、新しいコトおこし

につながるアイデアを広く募集

し、ブラッシュアップ合宿やプ

レゼン発表、優秀賞受賞者に対

する事業化に向けた支援など、

人材の育成や新産業による地域

経済の活性化を図る取り組みを

行うもので、中心市街地の活性

化に寄与する事業である。 

[支援措置] 

デジタル田園

都市国家構想

交付金（地方創

生推進タイプ） 

 

[実施時期] 

令和４年度～

令和６年度 

 

[支援措置] 

新しい地方経

済・生活環境創

生交付金（第 2

世代交付金） 

 

[実施時期] 

令和７年度 

 

 

 

 

[事業 76] 

公共複合施設活用事業 

（まちなか賑わい創出分） 

[内容] 

「くるんと」のコンセプト

である遊びと学びをテー

マとしてそれぞれ各種イ

ベントの開催や展示会、講

座など集客のための取り

組みを行うもの 

 

[実施時期] 

令和５年度～ 

 

 

 

 

長井市 親子での交流による遊び事業

や幅広い世代向け学びの事業を

継続的に開催し利用者拡大に取

り組むとともに、公共空間を生

かしたイベントを開催し、「く

るんと」からまちなかへの誘導

を効果的に実施することで、ま

ちの活性化や賑わいの創出に寄

与する事業である。 

[支援措置] 

デジタル田園

都市国家構想

交付金（地方創

生推進タイプ） 

 

[実施時期] 

令和５年度～

令和６年度 

 

[支援措置] 

新しい地方経

済・生活環境創

生交付金（第 2

世代交付金） 

 

[実施時期] 

令和７年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の新規追加 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

[事業 23] 

旧長井小学校第一校舎活

用事業（再掲） 

[内容] 

国の登録有形文化財とな

っている旧長井小学校第

一校舎を活用したイベン

トや講座、展示などの取り

組みを展開する事業 

 

[実施時期] 

令和元年度～ 

 

長井市 「学び」と「交流」の拠点と

して整備した旧長井小学校第一

校舎（国の登録有形文化財）を

活用するもの。 

 キャリア教育や歴史文化の紹

介のほか、飲食スペースや地域

の人が集まる交流の場として活

用し、集客アップや賑わいの創

出など中心市街地の活性化に寄

与する事業である。 

[支援措置] 

地方創生推進

交付金 

 

[実施時期] 

令和３年度 

 

[事業 29] 

居場所づくり事業 

 

[内容] 

空き家等を活用し、子供か

ら高齢者までが利用でき

る空間形成を行うもの。主

にコミュニティ空間の形

成に必要な賃料、備品等の

立ち上げ費用、利用促進の

ための広報費などへの補

助や事業者への助言を行

うもの 

 

 

[実施時期] 

令和３年度～ 

 

長井市  空き家等を活用したコミュニ

ティカフェなどを行う事業で、

現在は高齢者が集まってお茶の

みや簡単な体操などを行い、健

康寿命の延伸などを目指してい

るもの。将来的には、子供から

高齢者までが利用できる空間の

形成を行い、地域コミュニティ

の場としての活用を目指すもの

で、中心市街地の活性化に寄与

する事業である。 

 

[支援措置] 

地域支援事業

交付金 

 

[実施時期] 

令和３年度～

令和７年度 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）①から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（２）①から移設 
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[事業 51] 

重要文化的景観事業 

 

[内容] 

重要文化的景観区域にお

ける町並みや歴史的建造

物の保護、活用を図る事業

で、空き家・空き店舗をガ

イダンス施設や休憩施設

として利用することや、文

化的景観を活かしたツア

ーの企画、ガイドの養成、

パンフレットの作成など

を行うもの 

 

[実施時期] 

令和３年度～ 

 

長井市 

 

 

 長井市の町場景観は、市街地

の町並みをかたちづくる道や建

物等の人工的な要素と、最上川

や小河川や水路などの自然的な

要素、そしてその場所で営まれ

る生活や生業、祭り等の形のな

い無形の要素により形成されて

おり、ここでの暮らしを継承す

ることが町場景観の継承に繋が

り、その活用によって地域の活

性化に繋げることを目指してい

る。 

取り組みとしては、河川や建

造物の修理・修景や歴史的建造

物を活かした観光振興など、ま

ちの賑わいを生むような取り組

みであり、中心市街地の活性化

に寄与する事業である。 

[支援措置] 

国宝重要文化

財等保存整備

費補助金 

 

[実施時期] 

令和３年度～

令和７年度 

 

[事業 57] 

地域連携ＤＭＯ事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）①から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[事業 57] 

地域連携ＤＭＯ事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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[事業 63] 

ビジネスコンテスト開催

支援事業（再掲） 

 

[内容] 

タスビル内においてビジ

ネスコンテストを開催す

るもの 

 

[実施時期] 

平成２９年度～ 

 

(一財)置賜

地域地場産

業振興セン

ター 

長井市では新産業創出による

地域経済の活性化や地域の創業

機運醸成を目的として、ビジネ

スチャレンジコンテストを開催

している。 

本事業は、新しいコトおこし

につながるアイデアを広く募集

し、ブラッシュアップ合宿やプ

レゼン発表、優秀賞受賞者に対

する事業化に向けた支援など、

人材の育成や新産業による地域

経済の活性化を図る取り組みを

行うもので、中心市街地の活性

化に寄与する事業である。 

[支援措置] 

地方創生推進

交付金 

 

[実施時期] 

令和３年度 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 62] 

インキュベーション施設

運営支援事業 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②、（３）へ移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[事業 64] 

回遊性向上のための仕組

み構築検討事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 中心市街地の活性化を実現する 支援措置の内容 その他 

（４）から移設 

 

    

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

[事業 62] 

インキュベーション施設

運営支援事業 

（略） （略） （略） （略） 

[事業 63] 

ビジネスコンテスト開催

支援事業 

 

[内容] 

タスビル内においてビジ

ネスコンテストを開催す

るもの 

 

[実施時期] 

平成２９年度～ 

 

 

 

(一財)置賜

地域地場産

業振興セン

ター 

長井市では新産業創出による

地域経済の活性化や地域の創業

機運醸成を目的として、ビジネ

スチャレンジコンテストを開催

している。 

本事業は、新しいコトおこし

につながるアイデアを広く募集

し、ブラッシュアップ合宿やプ

レゼン発表、優秀賞受賞者に対

する事業化に向けた支援など、

人材の育成や新産業による地域

経済の活性化を図る取り組みを

行うもので、中心市街地の活性

化に寄与する事業である。 

  

[事業 64] 

回遊性向上のための仕組

み構築検討事業 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 中心市街地の活性化を実現する 支援措置の内容 その他 
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ための位置付け及び必要性 及び実施時期 の事項 

[事業 67] 

フラワー長井線再生事業 

 

[内容] 

沿線住民及び学生の足と

しての活用のほか、駅沿線

でのイベントの実施や特

別列車の運行、キャラクタ

ーグッズの販売など観光

資源としての活用を行う

もの。 

 

[実施時期] 

平成２７年度～ 

 

長井市及び

山形県ほか

1市 2町 

鉄道は、主に通勤通学のため

の公共交通機関として全市民に

とって必要なものとなってい

る。 

また、来街者を中心市街地へ

誘導する重要な手段である。 

長井駅をアクセスの拠点と

し、中心市街地への誘導や交流

人口の増加など、「にぎわいの

創出」と「まちなかの活性化」

に寄与するものである。 

[支援措置] 

地域公共交通

確保維持改善

事業（地域公共

交通バリア解

消促進等事業） 

 

[実施時期] 

平成２７年度

～令和７年度 

 

[支援措置] 

社会資本整備

総合交付金事

業（地域公共交

通再構築事業） 

 

[実施時期] 

令和６年度～

令和７年度 

 

 

[事業 68] 

市営バス運行事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）長井市中心市街地活性化協議会の概要 

 略 

 

・設立日：平成 26年 7月 29 日（金） 

・名称：長井市中心市街地活性化協議会 

・会長：長井商工会議所 会頭 横澤 泰雄 

・構成員（令和 7年 11 月現在） 

① 法第 15 条 1 項 1 号に該当する団体 

→ （一財）置賜地域地場産業振興センター（中心市街地整備推進機構） 

② 法第 15 条 1 項 2 号に該当する団体 

→ 長井商工会議所 

③ 法第 15 条 4 項に該当する団体 （株）タスパークホテルほか 9 団体 

④ 法第 15 条 8 項に該当する団体 長井市観光協会ほか 20団体 

⑤ 法第 15 条 7 項に該当する団体 東北経済産業局ほか 5団体 

 

ための位置付け及び必要性 及び実施時期 の事項 

[事業 67] 

フラワー長井線再生事業 

 

[内容] 

沿線住民及び学生の足と

しての活用のほか、駅沿線

でのイベントの実施や特

別列車の運行、キャラクタ

ーグッズの販売など観光

資源としての活用を行う

もの。 

 

[実施時期] 

平成２７年度～ 

 

長井市及び

山形県ほか

1市 2町 

鉄道は、主に通勤通学のため

の公共交通機関として全市民に

とって必要なものとなってい

る。 

また、来街者を中心市街地へ

誘導する重要な手段である。 

長井駅をアクセスの拠点と

し、中心市街地への誘導や交流

人口の増加など、「にぎわいの

創出」と「まちなかの活性化」

に寄与するものである。 

[支援措置] 

地域公共交通

確保維持改善

事業（地域公共

交通バリア解

消促進等事業） 

 

 [実施時期] 

平成２７年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業 68] 

市営バス運行事業（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）長井市中心市街地活性化協議会の概要 

 略 

 

・設立日：平成 26年 7月 29 日（金） 

・名称：長井市中心市街地活性化協議会 

・会長：長井商工会議所 会頭 横澤 泰雄 

・構成員（令和 2年 12 月現在） 

① 法第 15 条 1 項 1 号に該当する団体 

→ （一財）置賜地域地場産業振興センター（中心市街地整備推進機構） 

② 法第 15 条 1 項 2 号に該当する団体 

→ 長井商工会議所 

③ 法第 15 条 4 項に該当する団体 （株）タスパークホテルほか 8 団体 

④ 法第 15 条 8 項に該当する団体 長井市観光協会ほか 21団体 

⑤ 法第 15 条 7 項に該当する団体 東北経済産業局ほか 5団体 
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（２）長井市中心市街地活性化協議会の開催経過 

開催日 内容 

平成 26 年 7 月 29 日 

中心市街地活性化協議会設立総会 

・協議会規約（案）の承認 

・協議会構成員（案）の承認 

・協議会役員の選任 

平成 26 年 9 月 12 日 

第 2 回 中心市街地活性化協議会 

・構成員の追加について 

・幹事会等の設置及び構成について 

・長井市中心市街地活性化基本計画の策定状況について 

平成 26 年 9 月 25～26 日 
中心市街地活性化協議会 専門部会 

・賑わい創出部会、商業活性化部会、都市福利向上部会 

平成 26 年 9 月 30 日 
中心市街地活性化協議会 第 1回 幹事会 

・各部会からの意見集約及び検討 

平成 26 年 10 月 10 日 

第 3 回 中心市街地活性化協議会 

・長井市中心市街地活性化基本計画（案）に対する各部会及び幹事会の意見 

集約について 

・基調講演：福地 雅人氏（（株）仲見世 代表取締役社長） 

平成 27 年 5 月 13 日 

第 4 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 26 年度事業報告及び平成 27年度事業計画（案）について 

・長井市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況 

・構成員及びアドバイザーの変更 

・基調講演：熊川 康弘氏（経済産業省中心市街地活性化室長） 

平成 27 年 9 月 1 日 

第 5 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）におけるコンセプト、基本方針及び目標 

指標、目標達成に向けた事業の検討について 

平成 27 年 9 月 28 日 
中心市街地活性化協議会 第 2回 幹事会 

・中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成 27 年 11 月 5 日 
第 6 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成 28 年 1 月 22 日 
第 7 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見集約 

平成 28 年 5 月 25 日 

第８回 中心市街地活性化協議会 

・平成 27 年度事業報告、収支決算について 

・平成 28 年度事業計画、収支予算について 

・協議会構成員について 

平成 29 年 1 月 27 日 

第 9 回 中心市街地活性化協議会 

・委員並びにアドバイザーの変更について 

・歩行者通行量調査の結果について 

・次回の開催日程について 

・経済産業省の支援施策について 

・講演会 

 「白河市中心市街地活性化基本計画と楽市白河の取り組みについて」 

  講師：㈱楽市白河 取締役 古川 直文 氏 

平成 29 年 5 月 9 日 第 10 回 中心市街地活性化協議会 

（２）長井市中心市街地活性化協議会の開催経過 

開催日 内容 

平成 26 年 7 月 29 日 

中心市街地活性化協議会設立総会 

・協議会規約（案）の承認 

・協議会構成員（案）の承認 

・協議会役員の選任 

平成 26 年 9 月 12 日 

第 2 回 中心市街地活性化協議会 

・構成員の追加について 

・幹事会等の設置及び構成について 

・長井市中心市街地活性化基本計画の策定状況について 

平成 26 年 9 月 25～26 日 
中心市街地活性化協議会 専門部会 

・賑わい創出部会、商業活性化部会、都市福利向上部会 

平成 26 年 9 月 30 日 
中心市街地活性化協議会 第 1 回 幹事会 

・各部会からの意見集約及び検討 

平成 26 年 10 月 10 日 

第 3 回 中心市街地活性化協議会 

・長井市中心市街地活性化基本計画（案）に対する各部会及び幹事会の意見

集約について 

・基調講演：福地雅人氏（（株）仲見世 代表取締役社長） 

平成 27 年 5 月 13 日 

第 4 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 26 年度事業報告及び平成 27年度事業計画（案）について 

・長井市中心市街地活性化基本計画（案）の策定状況 

・構成員及びアドバイザーの変更 

・基調講演：熊川康弘氏（経済産業省中心市街地活性化室長） 

平成 27 年 9 月 1 日 

第 5 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）におけるコンセプト、基本方針及び目標

指標、目標達成に向けた事業の検討について 

平成 27 年 9 月 28 日 
中心市街地活性化協議会 第 2 回 幹事会 

・中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成 27 年 11 月 5 日 
第 6 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）の検討 

平成 28 年 1 月 22 日 
第 7 回 中心市街地活性化協議会 

・中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見集約 

平成 28 年 5 月 25 日 

第８回 中心市街地活性化協議会 

・平成 27 年度事業報告、収支決算について 

・平成 28 年度事業計画、収支予算について 

・協議会構成員について 

平成 29 年 1 月 27 日 

第 9 回 中心市街地活性化協議会 

・委員並びにアドバイザーの変更について 

・歩行者通行量調査の結果について 

・次回の開催日程について 

・経済産業省の支援施策について 

・講演会 

 「白河市中心市街地活性化基本計画と楽市白河の取り組みについて」 

  講師：㈱楽市白河 取締役 古川直文 氏 

平成 29 年 5 月 9 日 第 10 回 中心市街地活性化協議会 
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・平成 28 年度事業報告、収支決算について 

・平成 29 年度事業計画、収支予算について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

平成 29 年 12 月 12 日 
第 11 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

平成 30 年 3 月 8 日 

第 12 回 中心市街地活性化協議会 

・講演会 

 「関西各地における中心市街地活性化－テナントミックス事業を中心に－」 

 講師：㈱Localize 代表取締役 庄田健助 氏 

 「株式会社まちづくり柏原と兵庫県丹波市の中心市街地活性化の取り組み 

について」 

 講師：㈱まちづくり柏原 取締役 土田 光一 氏 

平成 30 年 5 月 2 日 

第 13 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 29 年度事業報告、収支決算について 

・平成 30 年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

・講和「地域資源とまちづくり」 

 講師：山形大学 教授 下平 裕之 氏 

平成 30 年 12 月 27 日 

第 14 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

・情報提供「長井市立地適正化計画、都市再生整備計画について」 

平成 31 年 3 月 6 日 

第 15 回 中心市街地活性化協議会 

・講演会 

 「まちづくりの“意味”の再確認と身近な実践例の紹介」 

 講師：独立行政法人 中小企業基盤整備機構  

東北本部 地域振興課長 松沢 亨 氏 

令和元年 5月 7 日 

第 16 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 30 年度事業報告、収支決算について 

・令和元年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和元年 10 月 23 日 

第 17 回 中心市街地活性化協議会 

・第 2期基本計画について 

・講演会 

 「山形市の中心市街地活性化の取り組み」 

 講師：山形市商工観光部山形ブランド推進課  

街なか・商業グループ 池野 晃央 氏 

           岩瀬 智一 氏 

令和 2年 5 月（書面決議） 
第 18 回 中心市街地活性化協議会 

 

令和 2年 8 月 27 日 

第 19 回 中心市街地活性化協議会 

・令和元年度事業報告、収支決算について 

・令和２年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・次期基本計画の取り組み概要について 

・平成 28 年度事業報告、収支決算について 

・平成 29 年度事業計画、収支予算について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

平成 29 年 12 月 12 日 
第 11 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

平成 30 年 3 月 8 日 

第 12 回 中心市街地活性化協議会 

・講演会 

 「関西各地における中心市街地活性化－テナントミックス事業を中心に－」 

 講師：㈱Localize 代表取締役 庄田健助 氏 

 「株式会社まちづくり柏原と兵庫県丹波市の中心市街地活性化の取り組み 

について」 

 講師：㈱まちづくり柏原 取締役 土田光一 氏 

平成 30 年 5 月 2 日 

第 13 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 29 年度事業報告、収支決算について 

・平成 30 年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

・講和「地域資源とまちづくり」 

 講師：山形大学 教授 下平裕之 氏 

平成 30 年 12 月 27 日 

第 14 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

・情報提供「長井市立地適正化計画、都市再生整備計画について」 

平成 31 年 3 月 6 日 

第 15 回 中心市街地活性化協議会 

・講演会 

 「まちづくりの“意味”の再確認と身近な実践例の紹介」 

 講師：独立行政法人 中小企業基盤整備機構  

東北本部 地域振興課長 松沢亨 氏 

令和元年 5月 7日 

第 16 回 中心市街地活性化協議会 

・平成 30 年度事業報告、収支決算について 

・令和元年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和元年 10 月 23 日 

第 17 回 中心市街地活性化協議会 

・第 2期基本計画について 

・講演会 

 「山形市の中心市街地活性化の取り組み」 

 講師：山形市商工観光部山形ブランド推進課  

街なか・商業グループ 池野晃央 氏 

           岩瀬智一 氏 

令和 2年 5月（書面決議） 
第 18 回 中心市街地活性化協議会 

 

令和 2年 8月 27 日 

第 19 回 中心市街地活性化協議会 

・令和元年度事業報告、収支決算について 

・令和２年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員について 

・次期基本計画の取り組み概要について 



11 

令和 2年 12 月 10 日 

第 20 回 中心市街地活性化協議会 

・第 2期長井市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・本協議会からの意見書について 

令和 3年 5 月 17 日 

第 21 回 中心市街地活性化協議会 

・令和２年度事業報告、収支決算について 

・令和３年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和 3年 12 月 27 日 

第 22 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

・講演会 

 「ライク・ア・バードＯＫＩＴＡＭＡ第 3弾」 

 講師：㈱グランドレベル 代表取締役社長 田中 元子 氏 

令和 4年 5 月 10 日 

第 23 回 中心市街地活性化協議会 

・令和３年度事業報告、収支決算について 

・令和４年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和 5年 3 月 29 日 

第 24 回 中心市街地活性化協議会 

・商店街連携活動事業について 

・講演会 

 「地方創生のファクターＸ 寛容と幸福の地方論」 

 講師：LIFULL HOME’S総研所長 島原 万丈 氏 

令和 5年 5 月 9 日 

第 25 回 中心市街地活性化協議会 

・令和４年度事業報告、収支決算について 

・令和５年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和 6年 3 月 18 日 

第 26 回 中心市街地活性化協議会 

・商店街連携活動事業の報告について 

・講演会 

 「長井市中心市街地回遊性促進策とその推進について」 

 講師：まちとひと 感動のデザイン研究所 代表 藤田 とし子 氏 

令和 6年 5 月 9 日 

第 27 回 中心市街地活性化協議会 

・令和５年度事業報告、収支決算について 

・令和６年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和 7年 3 月 10 日 

第 28 回 中心市街地活性化協議会 

・第 3期基本計画の検討状況について 

・委員並びにアドバイザーの変更について 

・講演会 

 「商店街の役割の見直しと外部人材を巻き込む仕組みづくり」 

 講師：未来まちづくり研究所 代表 古川 直文 氏 

令和 7年 5 月 9 日 
第 29 回 中心市街地活性化協議会 

・令和６年度事業報告、収支決算について 

令和 2年 12 月 10 日 

第 20 回 中心市街地活性化協議会 

・第 2期長井市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・本協議会からの意見書について 

令和 3年 5月 17 日 

第 21 回 中心市街地活性化協議会 

・令和２年度事業報告、収支決算について 

・令和３年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

令和 3年 12 月 27 日 

第 22 回 中心市街地活性化協議会 

・基本計画の変更申請（案）について 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

新規追加 
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・令和７年度事業計画、収支予算について 

・中心市街地活性化協議会構成員の変更について 

・基本計画の取り組みに対する意見について 

・中心市街地活性化基本計画（案）の進捗状況 

令和 7年 11 月 13 日 

第 30 回 中心市街地活性化協議会 

・第 2期長井市中心市街地活性化基本計画の変更申請について 

・第 3期長井市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・本協議会からの意見書について 

・委員並びにアドバイザーの変更について 

・講演会 

「いわき駅前活性化の取り組みについて」 

講師：株式会社やまと 代表取締役 北林  由布子 氏 

 

（３）長井市中心市街地活性化協議会構成員名簿（令和 7年 11 月現在） 

【委員】        

No. 区分 法令根拠 所属機関 機関役職 協議会役職 

1 

経済活力向上 １５条 

１項 

長井商工会議所 

会頭 会長 

2 監事   

3 専務理事   

4 都市機能増進 (一財)置賜地域地場産業振興センター 理事長 副会長 

5 

商業活性化 

１５条 

４項 

㈱タスパークホテル 代表取締役社長   

6 本町大通り商店街振興組合 理事長   

7 あらまち商店会 会長   

8 長井中央商店街振興会 会長   

9 大町通り商店街 会長   

10 高野町商店会 会長   

11 

認定計画関係 

長井市地区長連合会 会長   

12 俺たちの㈱楽街 代表取締役   

13 (一社)やまがたアルカディア観光局 理事長   

14 

市町村 長井市 

総務参事   

15 建設参事   

16 産業参事   

17 観光 

１５条 

８項 

長井市観光協会 会長 監事 

18 

地域経済 

(公社)長井青年会議所 理事長   

19 長井銀行会 会長 監事 

20 山形中央信用組合 本店営業部長   

21 長井商工会議所女性会 会長   

22 ㈱ヤマコー 代表取締役社長   

23 ㈱マツキ 代表取締役   

24 交通 山形鉄道㈱ 代表取締役社長   

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）長井市中心市街地活性化協議会構成員名簿（令和 3年 12 月現在） 

【委員】 

   
 

No. 区分 法令根拠 所属機関 機関役職 協議会役職 

1 

経済活力向上 １５条 

１項 

長井商工会議所 

会頭 会長 

2 副会頭 副会長 

3 常議員   

4 常議員   

5 常議員   

6 専務理事   

7 都市機能増進 (一財)置賜地域地場産業振興センター 理事長 副会長 

8 

商業活性化 

１５条 

４項 

㈱タスパークホテル 代表取締役   

9 本町大通り商店街振興組合 理事長   

10 あらまち商店会 会長   

11 長井中央商店街振興会 会長   

12 大町通り商店街 会長   

13 高野町商店会 会長   

14 

認定計画関係 

長井市地区長連合会 会長   

15 俺たちの㈱楽街 代表取締役   

16 (一社)やまがたアルカディア観光局 理事長   

17 

市町村 長井市 

総務参事   

18 建設参事   

19 産業参事   

22 観光 

１５条 

８項 

長井市観光協会 会長 監事 

23 

地域経済 

(公社)長井青年会議所 理事長   

24 長井銀行会 会長 監事 

25 山形中央信用組合 専務理事   

26 長井商工会議所女性会 会長   
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25 (一社)山形県ハイヤー協会 理事   

26 
教育文化 

長井文化財保護協会 会長   

27 山形工科短期大学校 学校長   

28 医療福祉 (福)長井市社会福祉協議会 会長   

29 
開発・整備 

(一社)西置賜建設業協会 会長   

30 大和不動産㈱ 代表取締役   

31 治安・防災 長井警察署 署長   

32 
環境・ 

コミュニティ 

長井市宮・小桜街区まちづくり協議会 会長   

33 長井駅前通りまちづくり協議会 会長   

34 長井駅前通りまちづくり協議会 理事   

35 
地域メディア 

㈱山形新聞社長井支社 支社長   

36 日本・アルカディア・ネットワーク㈱ 代表取締役   

 
 
 
 
 
 

【アドバイザー】 
        

37 教育文化 
１５条 

８項 
山形大学学術研究院 教授   

38 

関係行政機関 
１５条

７項 

東北経済産業局商業・流通サービス産

業課 
課長   

39 
東北地方整備局建政部都市・住宅整備

課 
課長   

40 山形県置賜総合支庁 西置賜地域振興局長   

41 山形県産業労働部商業振興・経営支援課 課長   

42 山形県県土整備部都市計画課 課長   

43 中小機構 
中小企業基盤整備機構高度化事業部まちづくり

推進室 
室長   

            

  ※法令根拠について（中心市街地活性化法）     

  「１５条１項」 ：協議会を組織する者（経済活力向上と都市機能増進の両者が共同で組織）   

  「１５条４項」 ：協議会に参加することができる者（事業実施者、認定地域関係者、市）   

  「１５条８項」 ：協議会に協力を求められる者（法定外構成員）     

  「１５条７項」 ：協議会に協力を求められる者（関係行政機関、中小機構）   

（４）略 

（５）略 

 

［３］略 

１０．～１２．略 

 

27 ㈱ヤマコー 代表取締役社長   

28 ㈱マツキ 代表取締役   

29 
交通 

山形鉄道㈱ 代表取締役社長   

30 (一社)山形県ハイヤー協会 理事   

31 
教育文化 

長井文化財保護協会 会長   

32 山形工科短期大学校 学校長   

33 医療福祉 (福)長井市社会福祉協議会 会長   

34 
開発・整備 

(一社)西置賜建設業協会 会長   

35 大和不動産㈱ 代表取締役   

36 治安・防災 長井警察署 署長   

37 

環境・ 

コミュニティ 

本町・中央まちづくり協議会 会長   

38 長井市宮・小桜街区まちづくり協議会 会長   

39 長井駅前通りまちづくり協議会 会長   

40 長井駅前通りまちづくり協議会 理事   

41 
地域メディア 

㈱山形新聞社長井支社 支社長   

42 日本・アルカディア・ネットワーク㈱ 代表取締役   

【アドバイザー】 
        

43 教育文化 
１５条 

８項 
山形大学学術研究院 教授   

44 

関係行政機関 
１５条７

項 

東北経済産業局商業・流通サービス産

業課 
課長   

45 
東北地方整備局建政部都市・住宅整備

課 
課長   

46 山形県置賜総合支庁 西置賜地域振興局長   

47 山形県産業労働部商業・県産品振興課 課長   

48 山形県県土整備部都市計画課 課長   

49 中小機構 
中小企業基盤整備機構高度化事業部まちづくり

推進室 
室長   

      

 
※法令根拠について（中心市街地活性化法） 

  

 
「１５条１項」 ：協議会を組織する者（経済活力向上と都市機能増進の両者が共同で組織） 

 

 
「１５条４項」 ：協議会に参加することができる者（事業実施者、認定地域関係者、市） 

 

 
「１５条８項」 ：協議会に協力を求められる者（法定外構成員） 

  

 
「１５条７項」 ：協議会に協力を求められる者（関係行政機関、中小機構） 

 
（４）略 

（５）略 

 

［３］略 

１０．～１２．略 

 

 


